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　現在、市内には出産に対応する産科医療機関が
ありません。そのため、妊娠中の人の体調が急変
した場合や出産が始まりそうな場合などの緊急時
には、市外の医療機関まで行く必要があります。

問い合わせ問い合わせ　消防本部警防課救急係　☎２３- ３４０９　消防本部警防課救急係　☎２３- ３４０９

妊娠中の人の「もしもの時」に備えて妊娠中の人の「もしもの時」に備えて
消防署が安来のママさんをサポートします消防署が安来のママさんをサポートします

やすぎ・ママサポ１１９やすぎ・ママサポ１１９
　そこで、妊娠中の人が安心して出産できる環境
を整備するため、緊急時の１１９番通報、救急活
動をより迅速・円滑に行う取り組み「やすぎ・マ
マサポ１１９」の運用を開始します。

どんなときに使えるの？どんなときに使えるの？

対象者対象者 登録方法登録方法

・陣痛など出産の兆候が現れたものの、家族などの付き添い
や移動手段がなく、医療機関を受診できないとき

・出産前に体調が急変し、医師から救急車で病院へ行くよう
指示されたとき

・妊娠中の事故や転倒、急な体調不良で救急車が必要なとき

・市内に住む妊娠中の人
・里帰り出産などで、一時的に市内に滞在する
妊娠中の人

・市内の事業所などに勤務する妊娠中の人（市
外在住者も含む）

①市ホームページ（右２次元コード）
　から電子申請します
　（いきいき健康課で妊娠届出時に
　も手続きできます）
　登録する情報：住所・氏名・妊娠週数・かかり
　つけ医療機関など
②申請後、概ね２週間以内に「登録カード」を　
　郵送します
③「登録カード」は、必要な時に使用できるよう
　常に携帯してください

・妊娠中の人の状態によっては、出産予定先医
療機関とは異なる産科医療機関へ搬送する場合
があります

・届出内容に追加・変更がある場合は、警防課
まで連絡ください

その他その他

・出産予定日から２カ月経過したときは、届出・
登録情報を抹消します

・詳しくは市ホームページ（右２次
元コード）を確認ください

令和８年４月１日から
　　登録・受付・運用を開始します

利用方法（利用場所は市内に限ります）利用方法（利用場所は市内に限ります）

ママサポ
「○○番（登録番号）

  ○○（氏名）です」 １１９

①「登録カード」を手元に用意し、すぐに「１１９番」通報をします
②「登録番号」、「氏名」を伝えてください
③ 登録情報をもとに、適切な産科医療機関へ迅速に救急搬送します
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